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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光照射手段による生体への照射光を少なくとも制御して当該生体の育成又は治癒を促す
複数の制御装置と通信可能に接続されたものであって、
　一の制御装置から、生体への照射光データを含む、生体の育成環境又は治癒環境に関す
るデータである環境データを受信する環境データ受信部と、
　前記環境データ受信部で受信した環境データを管理する環境データ管理部と、
　他の制御装置から配信要求信号を受信した場合に、前記環境データ管理部で管理されて
いる環境データを取得し、他の制御装置に配信する環境データ配信部と、
　前記環境データを受信又は配信した場合に、該環境データの対価であるローヤリティに
関するローヤリティデータを、前記一の制御装置を識別する制御装置識別子と関連付けて
生成するローヤリティデータ生成部と、
前記一の制御装置から、生体の育成状態又は治癒状態の途中時点又は最終結果を示すデー
タである状態データを受信する状態データ受信部と、
前記状態データ受信部で受信した状態データを管理する状態データ管理部と、
前記状態データ管理部で管理されている状態データの一部又は全部を、他の制御装置に配
信する状態データ配信部とを具備する情報処理装置。
【請求項２】
　前記環境データの配信に対する対価の支払い又は支払いの確定に関する支払いデータで
あって、前記環境データを要求する他の制御装置を識別するための制御装置識別子が関連
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付けられた支払いデータを受け付けた場合に、
　前記環境データ配信部が、前記環境データを前記環境データ管理部から取得し、前記制
御装置識別子で識別される他の制御装置に配信するとともに、
　前記ローヤリティデータ生成部が、前記ローヤリティデータを一の制御装置の制御装置
識別子と関連付けて生成する請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記ローヤリティデータ生成部が、前記環境データ配信部による環境データの配信数に
応じて、ローヤリティデータを生成するものである請求項１乃至２いずれかに記載の情報
処理装置。
【請求項４】
　前記ローヤリティデータ生成部が、前記環境データの使用量に応じて、ローヤリティデ
ータを生成するものである請求項１乃至３いずれかに記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記環境データ管理部で管理されている環境データの独自性又は実効性に対する評価を
示す評価データを格納している評価データ格納部をさらに備え、
　前記評価データの内容が所定の要件を満たした場合に、前記環境データ配信部が前記環
境データを配信するようにしている請求項１乃至４いずれかに記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記環境データ管理部で管理されている環境データの独自性又は実効性に対する評価を
示す評価データを格納している評価データ格納部をさらに備え、
　前記ローヤリティデータ生成部が、前記評価データの内容に基づいてローヤリティデー
タを生成するものである請求項１乃至４いずれかに記載の情報処理装置。
【請求項７】
　環境データ配信部が、一の制御装置から受け付けた出所開示可否情報の内容が開示可で
ある場合にのみ、前記環境データにその出所である当該一の制御装置を示唆する出所情報
を付帯させて他の制御装置に配信するものである請求項１乃至６いずれかに記載の情報処
理装置。
【請求項８】
　前記状態データが生体を撮像して得られた画像データを含むものである請求項１記載の
情報処理装置。
【請求項９】
　前記状態データ配信部が、前記状態データに含まれる画像データを動画形式で配信する
ものである請求項８記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　標準となる環境データを予め１又は複数格納している標準環境データ格納部と、
　前記標準となる環境データを配信する標準環境データ配信部とをさらに具備する請求項
１乃至９いずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　生体が植物である請求項１乃至１０いずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１０いずれかに記載の情報処理装置と通信可能に接続されるとともに、生
体の環境を制御する一又は複数の環境制御手段と通信可能に接続されたものであって、
　生体への照射光データを含む、生体環境に関するデータである環境データの入力を受け
付ける環境データ受付部と、
　前記環境制御手段を、前記環境データに基づいて制御する制御手段制御部と、
　前記環境データを前記情報処理装置に送信する環境データ送信部とを備えた制御装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１０いずれかに記載の情報処理装置と通信可能に接続されたものであって
、
　前記情報処理装置に環境データの配信要求信号を環境データ識別子とともに送信する要
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求信号送信部と、
　情報処理装置から配信された前記環境データを受け付ける環境データ受付部と、
　生体の環境を制御する一又は複数の環境制御手段を、前記環境データに基づいて制御す
る制御手段制御部とを備えた制御装置。
【請求項１４】
　生体の環境を測定する環境測定手段と通信可能に接続されたものであって、
　前記環境測定手段で測定された生体環境の実測値を示す環境実測データを受け付ける環
境実測データ受付部をさらに具備する請求項１２乃至１３いずれかに記載の制御装置。
【請求項１５】
　生体の育成状態又は治癒状態を測定する生体状態測定手段と通信可能に接続されたもの
であって、
　前記生体状態測定手段で測定された生体の育成状態又は治癒状態に関するデータである
状態データを受け付ける状態データ受付部と、
　前記状態データ受付部で受け付けた状態データを前記情報処理装置に送信する状態デー
タ送信部とをさらに具備する請求項１２乃至１４いずれかに記載の制御装置。
【請求項１６】
　前記生体状態測定手段が、生体の一部又は全部を撮像する撮像手段を具備するものであ
る請求項１５記載の制御装置。
【請求項１７】
　前記情報処理装置から配信された環境データが外部にコピー不可能に設定されている請
求項１２乃至１６いずれかに記載の制御装置。
【請求項１８】
　前記環境制御手段が少なくとも光照射手段を具備し、この光照射手段が、赤色ＬＥＤ、
青色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、白色ＬＥＤ、赤外ＬＥＤ、紫外ＬＥＤの１以上を適宣の比率で
多数配置してなるものである請求項１２乃至１７いずれかに記載の制御装置。
【請求項１９】
　前記環境制御手段が、１又は複数のＬＥＤと、それらＬＥＤの前方に配置した透明中実
の錐体とを備え、ＬＥＤから錐体を介して被験者に光を射出するＬＥＤ治療器である請求
項１２乃至１７いずれかに記載の制御装置。
【請求項２０】
　前記環境制御手段が、前記ＬＥＤ及び錐体を収容する円筒状のケーシングを備え、その
ケーシング前端面から光を射出するとともに、その前端面を柔らかい透明又は半透明キャ
ップで覆うことができるように構成したものである請求項１９記載の制御装置。
【請求項２１】
　前記環境データが情報処理装置から他の制御装置に配信される際に、その出所元たる制
御装置を示唆する出所情報を付帯させてよいかどうかを判断させるための出所開示可否情
報を、前記環境データ送信部が送信するようにしている請求項１２乃至２０いずれかに記
載の制御装置。
【請求項２２】
　光照射手段による生体への照射光を少なくとも制御して当該生体の育成又は治癒を促す
複数の制御装置と、これら制御装置と通信可能に接続された情報処理装置とを利用する情
報処理方法であって、
　一の制御装置で生成された、生体への照射光を含む生体の育成環境又は治癒環境に関す
る環境データを情報処理装置において管理し、
　前記情報処理装置が他の制御装置から配信要求信号を受信した場合に、前記情報処理装
置から前記一の制御装置の環境データを他の制御装置に配信し、
　前記環境データを配信した場合に、該環境データの対価であるローヤリティに関するロ
ーヤリティデータを、前記一の制御装置を識別する制御装置識別子と関連付けて生成し、
前記一の制御装置から、生体の育成状態又は治癒状態の途中時点又は最終結果を示すデー
タである状態データを受信し、
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前記状態データ受信部で受信した状態データを管理し、
前記状態データ管理部で管理されている状態データの一部又は全部を、他の制御装置に配
信することを特徴とする情報処理方法。
【請求項２３】
　請求項１乃至１１いずれかに記載の情報処理装置と通信可能に接続された制御装置に、
　生体への照射光データを含む、生体環境に関するデータである環境データの入力を受け
付ける環境データ受付部と、
　生体の環境を制御する一又は複数の環境制御手段を、前記環境データに基づいて制御す
る制御手段制御部と、
　前記環境データを前記情報処理装置に送信する環境データ送信部としての機能を具備さ
せるプログラム。
【請求項２４】
　請求項１乃至１１いずれかに記載の情報処理装置と通信可能に接続された制御装置に、
　前記環境データを受信する環境データ受信部と、
　生体の環境を制御する一又は複数の環境制御手段を、前記環境データに基づいて制御す
る制御手段制御部としての機能を具備させるプログラム。
【請求項２５】
　光照射手段による生体への照射光を少なくとも制御して当該生体の育成又は治癒を促す
複数の制御装置と、これら制御装置と通信可能に接続された情報処理装置とを具備し、
　前記情報処理装置が、
　一の制御装置から、生体への照射光データを含む、生体環境の育成環境又は治癒に関す
るデータである環境データを受信する環境データ受信部と、
　他の制御装置から配信要求信号を受信した場合に、前記環境データ受信部で受信した環
境データを管理する環境データ管理部と、
　前記環境データ管理部で管理されている環境データを取得し、他の制御装置に配信する
環境データ配信部と、
　前記環境データを受信又は配信した場合に、該環境データの対価であるローヤリティに
関するローヤリティデータを、前記一の制御装置を識別する制御装置識別子と関連付けて
生成するローヤリティデータ生成部と、
前記一の制御装置から、生体の育成状態又は治癒状態の途中時点又は最終結果を示すデー
タである状態データを受信する状態データ受信部と、
前記状態データ受信部で受信した状態データを管理する状態データ管理部と、
前記状態データ管理部で管理されている状態データの一部又は全部を、他の制御装置に配
信する状態データ配信部とを具備するものであることを特徴とする情報処理システム。
【請求項２６】
　前記環境データの配信に対する対価の支払い又は支払いの確定に関する支払いデータで
あって、前記環境データを要求する他の制御装置を識別するための制御装置識別子が関連
付けられた支払いデータを受け付けた場合に、
　前記環境データ配信部が、前記環境データを前記環境データ管理部から取得し、前記制
御装置識別子で識別される他の制御装置に配信するとともに、
　前記ローヤリティデータ生成部が、前記ローヤリティデータを一の制御装置の制御装置
識別子と関連付けて生成する請求項２５に記載の情報処理システム。
【請求項２７】
　前記環境データ管理部で管理されている環境データの独自性又は実効性に対する評価を
示す評価データを格納している評価データ格納部をさらに備え、
　前記評価データの内容が所定の要件を満たした場合に、前記環境データ配信部が前記環
境データを配信するようにしている請求項２５乃至２６いずれかに記載の情報処理システ
ム。
【請求項２８】
　前記環境データ管理部で管理されている環境データの独自性又は実効性に対する評価を
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示す評価データを格納している評価データ格納部をさらに備え、
　前記ローヤリティデータ生成部が、前記評価データの内容に基づいてローヤリティデー
タを生成するものである請求項２５乃至２７いずれかに記載の情報処理システム。
【請求項２９】
　環境データ配信部が、一の制御装置から受け付けた出所開示可否情報の内容が開示可で
ある場合にのみ、前記環境データにその出所である当該一の制御装置を示唆する出所情報
を付帯させて他の制御装置に配信するものである請求項２５乃至２８いずれかに記載の情
報処理システム。
【請求項３０】
　標準となる環境データを予め１又は複数格納している標準環境データ格納部と、
　前記標準となる環境データを配信する標準環境データ配信部とをさらに具備する請求項
２５乃至２９いずれかに記載の情報処理システム。
【請求項３１】
　前記制御装置と通信可能に接続された、生体環境を制御する環境制御手段をさらに具備
し、
　前記制御装置が、
　生体への照射光データを含む、生体環境に関するデータである環境データの入力を受け
付ける環境データ受付部と、
　前記環境制御手段を前記環境データに基づいて制御する制御手段制御部と、
　前記環境データを前記情報処理装置に送信する環境データ送信部とを備えたものである
請求項２５乃至３０いずれかに記載の情報処理システム。
【請求項３２】
　前記制御装置と通信可能に接続された、生体環境を制御する環境制御手段をさらに具備
し、
　前記制御装置が、
　前記情報処理装置に環境データの配信要求信号を環境データ識別子とともに送信する要
求信号送信部と、
　情報処理装置から配信された前記環境データを受け付ける環境データ受付部と、
　前記環境制御手段を前記環境データに基づいて制御する制御手段制御部とを備えたもの
である請求項２５乃至３０いずれかに記載の情報処理システム。
【請求項３３】
　前記制御装置と通信可能に接続された、生体環境を測定する環境測定手段をさらに具備
し、
　前記制御装置が、前記環境測定手段で測定された生体環境の実測値を示す環境実測デー
タを受け付ける環境実測データ受付部をさらに具備するものである請求項２５乃至３２い
ずれかに記載の情報処理システム。
【請求項３４】
　前記制御装置と通信可能に接続された、生体の育成状態又は治癒状態を測定する生体状
態測定手段をさらに具備し、
　前記制御装置が、前記生体状態測定手段で測定された生体の育成状態又は治癒状態に関
するデータである状態データを受け付ける状態データ受付部と、
　前記状態データ受付部で受け付けた状態データを前記情報処理装置に送信する状態デー
タ送信部とをさらに具備するものである請求項２５乃至３３いずれかに記載の情報処理シ
ステム。
【請求項３５】
　前記環境制御手段が、１又は複数のＬＥＤと、それらＬＥＤの前方に配置した透明中実
の錐体とを備え、ＬＥＤから錐体を介して被験者に光を射出するＬＥＤ治療器である請求
項３３乃至３４いずれかに記載の情報処理システム。
【請求項３６】
　前記環境制御手段が、前記ＬＥＤ及び錐体を収容する円筒状のケーシングを備え、その
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ケーシング前端面から光を射出するとともに、その前端面を柔らかい透明又は半透明キャ
ップで覆うことができるように構成したものである請求項３５記載の情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体に対して照射する照射光を含む環境条件のうち、生体の育成又は治癒に
最適なものを収集するために用いられる生体育成・治癒促進条件収集用情報処理装置等に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、白熱灯やナトリウムランプ等の人工光源から発された光を植物に照射し、その育
成を促進することが行われている。かかる白熱灯やナトリウムランプは、発光のエネルギ
効率が悪く、植物の育成に無関係な波長域の放射による無駄なエネルギの消費や、発熱の
問題等を有することが指摘されている。
【０００３】
　これに対し近時、植物育成に必要な青色光を高輝度で放射するＬＥＤが開発されたこと
を機に、多数のＬＥＤを集合させて、発光色、発光パターン、光量等の光照射条件を自在
に制御できるＬＥＤ光源の作成が可能となりつつある。そしてこのようなＬＥＤ光源によ
り種々の植物の育成促進や、さらには生体の治癒促進等に対する可能性が種々の文献で示
唆され（例えば特開平８－８９０８４号公報参照）、それに対する注目が集まってきてい
る。
【０００４】
　しかしながら、前記光照射条件は、発光色、発光パターン、光量等、多数のパラメータ
から成り立ち、さらに植物の種類等によっても最適な光照射条件が異なるので、実際に最
適な光照射条件を見いだすにあたってこれを個人や一企業で独自に行うには、あまりに労
力が大きい。また、たとえ有効な光照射条件を試行錯誤の末、見出したとしても、その効
果が多大であればあるほど、それはノウハウとして秘密にされるのが通常である。さらに
そのノウハウが客観的に他者に伝えられる状態であるかどうかという点に関しても育成者
任せとなり、せっかく開発された環境が、無に帰する場合もあり得る。
　こういったことから、現状のままでは、光を利用した新たな植物育成や生体治癒に対す
る技術の可能性、発展性が大きく阻害されてしまう懼れが多分にある。
【０００５】
　そこで本発明は、ノウハウとして秘密にされがちな前記光照射条件の収集及び拡散を円
滑に行い、ひいては光を利用した新たな前記生体育成条件や生体治癒条件の開発を迅速に
かつ無理なく行えるようにすることを所期の主たる課題としている。
【発明の開示】
【０００６】
　前記課題を解決すべく、本発明は、植物育成者等を通信ネットワークで結び、各植物育
成者等が行っている生体育成等の環境データを、対価の支払いを条件として希望するもの
に開示するようにしたものである。
【０００７】
　具体的には、光照射手段による生体への照射光を少なくとも制御して当該生体の育成又
は治癒を促す複数の制御装置に対し、情報処理装置を通信可能に接続しておき、一の制御
装置で生成された、生体への照射光を含む生体の育成等環境に関する環境データを情報処
理装置に送信させてこれを情報処理装置側で管理させ、前記情報処理装置から前記一の制
御装置の環境データを他の制御装置に配信させる一方、前記環境データを情報処理装置が
受信した場合又は配信した場合に、ローヤリティに関するローヤリティデータを、前記一
の制御装置を識別する制御装置識別子と関連付けて生成するようにしている。
　なお、「治癒」とは”いやし”も含むものとする。
【０００８】
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　このようなものであれば、有効な環境データを見出したものに対してローヤリティが支
払われることとなるので、従来秘密にされがちであった生体育成等の環境データをローヤ
リティという利益と引き換えに無理なく収集することができる。
【０００９】
　また、ローヤリティが支払われるという安心感があるといったことから、多数の環境デ
ータ開発者の参加が見込め、その結果極めてパラメータが多く有効なものを発見するには
多大な労力が必要とされるこの種の環境データの開発を迅速に行えるようになる。同時に
開発された環境データが確実に管理され再利用可能となるので、これを利用した開発期間
の短縮化も図れるようになる。
【００１０】
　すなわち、このようにして開発された環境データを利用して、例えば農業の大規模な工
業化等を一気に無理なく推し進めることが容易に可能となり、従来にない手法により食料
問題や医療問題の解決を図ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　第１図は、本発明の一実施形態における全体システム機器構成図である。
　第２図は、同実施形態における制御装置の内部機器構成図である。
　第３図は、同実施形態における情報処理装置の内部機器構成図である。
　第４図は、同実施形態における制御装置及び植物育成装置の内部機能構成図である。
　第５図は、同実施形態における情報処理装置の内部機能構成図である。
　第６図は、同実施形態における環境データ格納部のデータ格納態様図である。
　第７図は、同実施形態における状態データ格納部のデータ格納態様図である。
　第８図は、同実施形態における評価データ格納部のデータ格納態様図である。
　第９図は、同実施形態における標準環境データ格納部のデータ格納態様図である。
　第１０図は、同実施形態における制御装置の動作を示す動作フローである。
　第１１図は、同実施形態における制御装置の動作を示す動作フローである。
　第１２図は、同実施形態における情報処理装置の動作を示す動作フローである。
　第１３図は、同実施形態における情報処理装置の動作を示す動作フローである。
　第１４図は、同実施形態における制御装置の動作を示す動作フローである。
　第１５図は、同実施形態における一の制御装置の入力表示画面を示す画面説明図である
。
　第１６図は、同実施形態における他の制御装置の表示画面を示す画面説明図である。
　第１７図は、同実施形態における他の制御装置の表示画面を示す画面説明図である。
　第１８図は、本発明の他の実施形態における全体システム機器構成図である。
　第１９図は、同実施形態における制御装置の内部機器構成図である。
　第２０図は、同実施形態におけるＬＥＤ治療器を示す正面図である。
　第２１図は、第２０図のＡ－Ａ線断面図である。
　第２２図は、同実施形態におけるＬＥＤ治療器を示す斜視図である。
　第２３図は、同実施形態における制御装置の動作を示す動作フローである。
　第２４図は、同実施形態における制御装置の動作を示す動作フローである。
　第２５図は、同実施形態における情報処理装置の動作を示す動作フローである。
　第２６図は、同実施形態における情報処理装置の動作を示す動作フローである。
　第２７図は、同実施形態における制御装置の動作を示す動作フローである。
　第２８図は、同実施形態における環境データの内容を示すデータ構成図である。
　第２９図は、同実施形態における状態データの内容を示すデータ構成図である。
　第３０図は、環境データ、状態データ等の格納態様を示す格納態様図である。
【発明を実施するための最良の形態】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
　＜機器構成＞
【００１２】
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　第１図は、この実施形態における生体育成・治癒促進条件収集システムの全体を示した
機器構成図である。この生体育成・治癒条件収集システムは、１又は複数の植物育成装置
Ｐ１と制御装置Ｐ２とを通信可能に接続し、さらに１又は複数の生体育成・治癒促進条件
制御装置（以下、制御装置という場合もある）Ｐ２と生体育成・治癒促進条件収集用情報
処理装置Ｐ３（以下、中央情報処理装置又は情報処理装置という場合もある）Ｐ３とをイ
ンターネット等の通信網を介して通信可能に接続したものである。
【００１３】
　詳述すると、植物育成装置Ｐ１は、植物育成者に対しリースや買い取り等によって配布
されたものであって、第４図に示すように、照射光、温度、湿度、ＣＯ２濃度等の植物の
育成環境を制御する環境制御手段Ｘと、その環境を検出する環境測定手段Ｙと、植物の育
成状態を検出する状態測定手段Ｚとを備えたものである。本実施形態においてこの植物育
成装置Ｐ１は、同一制御が行われた場合に、略同一の植物育成環境を再現できるように構
成してなるもので、その容量等に応じて複数種類が用意されている（第１図ではＰ１（１
）とＰ１（２）との２種類）。
【００１４】
　前記環境制御手段Ｘは、外部からの制御信号により駆動できるものであり、温度制御の
ためのヒータＸ４や窓開閉機構、照射光制御のための光照射手段Ｘ１、湿度制御のための
ミスト噴射機構Ｘ２、ＣＯ２濃度制御のためのＣＯ２供給機構Ｘ３等からなる。しかして
本実施形態における光照射手段Ｘ１は、プリント基板上に赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、緑色
ＬＥＤ、白色ＬＥＤ、赤外ＬＥＤ、紫外ＬＥＤの１以上を適宣の比率で平面状に多数敷き
詰めて配置してなるものであり、外部からの制御信号により発光するＬＥＤの数や種類を
異ならせて、発光パターンや発光スペクトル、発光スペクトル毎の光量等を制御できるよ
うにしてある。
【００１５】
　前記環境測定手段Ｙは、測定データを外部に出力可能なものであり、植物に照射される
光量を検出する光量センサＹ１、湿度センサＹ２、ＣＯ２濃度センサＹ３、温度センサＹ
４等からなる。
【００１６】
　前記状態測定手段Ｚは、例えばスチールカメラやビデオカメラ等の撮像手段Ｚ１を備え
、植物の全体又は一部を撮像して画像データとして出力可能なものである。
【００１７】
　制御装置Ｐ２は、植物育成者の用いるものであって、１又は複数の前記植物育成装置Ｐ
１と通信可能に接続されてこれを制御する。本実施形態においてこの制御装置Ｐ２は、例
えばパーソナルコンピュータであり、ブラウズ機能の他にサーバ機能をも有し、外部から
のリクエストに応じてデータ等を送信できるものである。なお、前記植物育成装置Ｐ１及
び制御装置Ｐ２は、この実施形態のように別体である必要はなく、一体となっていても構
わないし、またたとえ別体であってもそれぞれの機能分担がこの実施形態と同様である必
要は全くない。
【００１８】
　しかしてこの制御装置Ｐ２は、第２図に示すように、例えばＣＰＵ１０１、内部メモリ
１０２、ＨＤＤ等の外部記憶装置１０３、モデム等の通信インタフェース１０４、ディス
プレイ １０５、前記植物育成装置Ｐ１等と通信するための入出力インタフェース１０７
、マウスやキーボードといった入力手段１０６等を有する。
【００１９】
　そして、前記メモリ１０２や外部記憶装置１０３等の所定領域に設定したプログラムに
したがってＣＰＵ１０１やその周辺機器を作動させ、第４図に示すように、環境データ受
付部２１、環境実測データ受付部２４、環境データ管理部２９、環境データ格納部Ｄ１、
制御手段制御部２２、環境データ送信部２３、送信制御部２７、状態データ受付部２５、
状態データ送信部２６、要求信号送信部２１０等として機能するように構成している。
【００２０】
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　一方、中央情報処理装置Ｐ３は、システム運営者の用いるものであり、ブラウズ機能の
他にサーバ機能をも有し、外部からのリクエストに応じてデータ等を送信できるものであ
る。なお、この中央情報処理装置Ｐ３は物理的に一体である必要はなく、通信回線を介し
て接続された複数の装置からなるものであってもよい。
【００２１】
　しかしてこの中央情報処理装置Ｐ３は、第３図に示すように、ＣＰＵ２０１、内部メモ
リ２０２、ＨＤＤ等の外部記憶装置２０３、モデム等の通信インタフェース２０４、ディ
スプレイ２０５、マウスやキーボードといった入力手段２０６等を有する。
【００２２】
　そして、前記メモリ２０２や外部記憶装置２０３等の所定領域に設定したプログラムに
したがってＣＰＵ２０１やその周辺機器を作動させ、第５図に示すように、この中央情報
処理装置Ｐ３が、環境データ受信部３１、環境データ管理部３２、対価額データ設定部３
１１、対価額データ格納部Ｄ７、対価額データ配信部３１２、環境データ配信部３３、ロ
ーヤリティデータ生成部３４、状態データ受信部３５、状態データ管理部３６、状態デー
タ配信部３７、支払いデータ取得部３８、評価データ取得部３９、ローヤリティデータ処
理部３１０、標準環境データ格納部（図示しない）、標準環境データ配信部（図示しない
）等として機能するように構成している。
　＜各部機能 制御装置Ｐ２＞
　次に前記各部の説明を以下に行う。
【００２３】
　制御装置Ｐ２において、環境データ受付部２１は、生体への照射光データを含む、植物
育成環境に関するデータである環境データの入力を前記入力手段１０６等を利用して受け
付けたり、中央情報処理装置Ｐ３で管理されている前記環境データを前記通信インタフェ
ース１０４等を利用して受信したりするものである。この環境データは、例えば植物育成
環境の実測値や制御目標値（例えば光量や湿度等）を示すものの他、シーケンスを記述し
た制御プログラムであってもよいし、あるいはそれらの組合せ等であってもよい。
【００２４】
　環境実測データ受付部２４は、前記各環境測定手段Ｙから出力される、植物育成環境の
実測値を示す環境実測データを受け付けるものであり、前記入出力インタフェース１０７
等を利用して構成してある。
【００２５】
　環境データ管理部（制御装置側）２９は、前記環境データを管理するものである。具体
的には、前記環境データ受付部２１で受け付けた環境データを、所定形式で後述する環境
データ格納部Ｄ１に蓄積したり、後述する環境実測データ受付部２４で受け付けた環境実
測データ等に基づいて、環境データ格納部Ｄ１に格納されている環境データを更新したり
、後述する制御手段制御部２２や環境データ送信部２３等に対して、環境データ格納部Ｄ
１に格納されている環境データの一部又は全部を出力したりする。特に本実施形態では、
この環境データ管理部２９が、環境データ格納部ＤＴに格納されている環境データを、外
部にコピー不可能に保護している。ここで、コピー不可能とは、植物育成者に開示されて
いる通常の操作によってはコピー不可能ということであり、例えば、パスワード等により
コピーできないように保護してある。なお、この環境データ格納部を実質的に設けず（例
えば一時的な記憶領域にのみ設定する）、環境データの外部への漏洩を防止するようにし
てもよい。
【００２６】
　制御手段制御部２２は、前記各環境制御手段Ｘを前記環境データに基づいて制御するも
のである。より具体的には前記環境データ管理部２９から環境データを取得し、取得した
環境データに基づいて前記環境制御手段Ｘを制御するための制御信号を生成し、それらに
対して出力する。この制御手段制御部２２による制御は、環境データに基づくＦＦ制御で
あってもよいし、前記環境実測データをも参照してＦＢ制御するものであってもよい。
【００２７】
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　環境データ送信部２３は、前記通信インタフェース１０４等を利用して構成したもので
あって、前記環境データ管理部２９から環境データを取得するとともに、当該一の制御装
置Ｐ２の制御装置識別子、育成されている植物の種類を識別する植物識別子及び後述する
出所開示可否情報等の付帯データを取得し、これらを互いに関連付けて前記情報処理装置
Ｐ３に送信するものである。送信される環境データは、前記環境データ受付部２１で受け
付けた環境データそのものであってもよいし、受け付けた環境データや環境実測データ等
から新たに自動生成された環境データであってもよい。例えば照射光に関しては、本実施
形態では、実測値ではなく、環境データに基づいて算出される照射光データを前記状態デ
ータの一部とするようにしている。具体的には、光量や、発光パターン（ＰＷＭの比率等
）、発光スペクトル（発光させた各色ＬＥＤ毎の数量や光量）等である。なお、本明細書
において「制御装置識別子」とは制御装置Ｐ２そのものを識別するための製造番号やＩＰ
アドレス等の識別子であるが、その他、植物育成者を識別するためのＩＤや名称等の識別
子や、制御装置Ｐ２に管理されている植物育成装置の識別子であっても構わない。
【００２８】
　送信制御部２７は、前記環境データ送信部２３による環境データの送信可否判断や、環
境データに付帯させる付帯データの内容を制御するものである。本実施形態において環境
データ送信部２３は、前記情報処理装置Ｐ３から送信要求が来てはじめて環境データを送
信するようにしているが、その際、この送信制御部２７が電子認証を行い、認証されてい
る情報処理装置Ｐ３かどうかを判断して、環境データ送信部２３による送信を許可するよ
うにしている。また、この送信制御部２７は、オペレータからの入力により前記付帯デー
タである出所開示可否情報の内容を切り替えることも行う。この出所開示可否情報は、後
述するが、送信された環境データが情報処理装置Ｐ３から他の制御装置Ｐ２に配信される
際に、その出所を示唆する出所情報（例えば当該一の制御装置Ｐ２の識別子等）を付帯さ
せてよいかどうかを判断させるためのものである。
【００２９】
　状態データ受付部２５は、植物そのものの育成状態に関するデータである状態データを
受け付けるものであり、前記入出力インタフェース等を利用して構成してある。ここで状
態データは、生体の育成の途中経過を示すものであってもよいし、最終結果を示すもので
あってもよいし、それらを時系列的に含むものであってもよい。また、かかる状態データ
は、前記生体状態測定手段Ｚから出力されたものであってもよいし、例えばオペレータが
入力したものであってもよい。本実施形態での状態データは、撮像手段Ｘ１から出力され
た画像データや、実測され入力された重量データ等であるが、その他、果実の甘み等を示
す分析データ等であっても構わない。
【００３０】
　状態データ送信部２６は、前記状態データ受付部２５で受け付けた状態データを、当該
制御装置Ｐ２の識別子及び植物識別子と関連付けて前記情報処理装置Ｐ３に送信するもの
であり、前記通信インタフェース１０４等を利用して構成してある。
【００３１】
　要求信号送信部２１０は、中央情報処理装置Ｐ３に環境データの配信要求信号をその環
境データを識別するための環境データ識別子とともに送信するものである。
　＜各部機能 中央情報処理装置Ｐ３＞
【００３２】
　一方、 中央情報処理装置Ｐ３において、環境データ受信部３１は、一の制御装置Ｐ２
で生成され送信された前記環境データ及びそれに付帯する各データを受信するものであり
、前記前記通信インタフェース１０４等を利用して構成してある。
【００３３】
　環境データ管理部３２は、前記環境データ受信部３１で受信した環境データ及びそれに
付帯する各データを管理するものである。ここで「管理する」とは、受信した各データを
、メモリ１０２や外部記憶装置１０３の所定領域に設定した環境データ格納部Ｄ３に所定
の態様で追加、削除、更新等したり外部からの要求に応じて出力したりすることである。
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具体的にこの環境データ格納部Ｄ３には、第６図に示すように、環境データが、その環境
データの識別子（同図中、環境データ名と記す）とともに、前記一の制御装置Ｐ２の識別
子、育成された植物の識別子、及び出所開示可否情報に関連付けて格納されている。
【００３４】
　状態データ受信部３５は、前記一の制御装置Ｐ２から、生体の育成状態又は治癒状態に
関するデータである状態データを当該一の制御装置Ｐ２を識別する制御装置識別子ととも
に受信するものであり、前記通信インタフェース２０４等を利用して構成してある。ここ
で「育成状態又は治癒状態」とは結果も含むものである。
【００３５】
　状態データ管理部３６は、前記状態データ受信部３５で受信した状態データ及び前記一
の制御装置Ｐ２の制御装置識別子を管理するものである。「管理する」意味については前
述と同様であるので説明を省略する。また状態データは、第７図に示すように、状態デー
タ格納部Ｄ４において、その状態データの識別子（同図中、状態データ名と記す）ととも
に、前記一の制御装置Ｐ２の識別子、育成された植物の識別子及び対応する環境データを
識別する環境データ識別子と関連付けて格納されている。
【００３６】
　評価データ取得部３９は、前記環境データ管理部３２で管理されている環境データの独
自性や実効性等に関する評価を示す評価データを、例えば評価データ格納部Ｄ５から取得
するものである。評価データは、自動的に生成される場合と、実際に人間によって行われ
た評価試験の結果を入力されて生成される場合との２種がある。本実施形態でこの評価デ
ータは、２種類の内容、すなわち独自性の有無と実効性の有無とを少なくとも含み、第８
図に示すように、評価データ格納部Ｄ５に環境データ識別子と関連付けて格納されている
。独自性に関しては、過去に送信され環境データ格納部に格納されている環境データと比
較し、同一のものや、一定範囲内にあるものの有無によって、自動的に独自性の評価値が
生成される。また、実効性に関しては、実際にその環境データで植物を育成する評価試験
が行われ、その評価試験において受信した状態データと略同一の結果が得られたか否かの
入力によって、実効性の評価値が生成される。なお、この評価データは、より多段階な評
価項目が複数あってそれらをパラメータとして所定の算出式で算出される評価値を内容と
するようなものであっても構わない。
【００３７】
　対価額データ設定部３１１は、前記評価データの評価値と植物識別子とをパラメータと
して、所定の算出式に従い、環境データの配信に対する対価の額を示す対価額データを設
定するものである。
　対価額データ格納部Ｄ７は、対価額データを対応する環境データの識別子に関連付けて
格納しているものである。
　対価額データ配信部３１２は、他の制御装置Ｐ２に対して、対価額データを対応する環
境データの識別子に関連付けて送信するものである。
【００３８】
　支払いデータ取得部３８は、前記環境データを要求する他の制御装置Ｐ２を識別するた
めの制御装置識別子と関連付けて、その配信に対する対価の支払いが終了したか又は支払
いが確定したか否かを示す支払いデータを取得するものである。係る支払いデータは、例
えば金融機関からの取引データから自動取得するようにしているが、その他、オペレータ
による入力データを取得するようにしてもよい。
【００３９】
　状態データ配信部３７は、前記状態データ管理部３６で管理されている状態データの一
部又は全部を、植物識別子と関連付けて他の制御装置Ｐ２に配信するものである。本実施
形態では配信の条件は、前記評価データの内容が所定条件を満たしていること、すなわち
「独自性有り」かつ「実効性有り」であることである。もちろんその他に条件があっても
よいし、より多段階な評価であってそれらをパラメータとして算出される評価値が、一定
の評価基準値をクリアすることが所定条件であってもよい。配信される状態データは、前
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記状態データ受信部３５で受信した状態データそのものであってもよいし、受信した状態
データをその形式等を統一すべく改変したものであってもよい。また、この配信は、原則
的に他の全ての制御装置Ｐ２に対して行われるが、例えば特定の制御装置Ｐ２から所定の
植物のみに関して配信をして欲しいという要求があった場合には、その植物の識別子に関
連付けられている状態データのみを配信するようにしてもよい。
【００４０】
　環境データ配信部３３は、前記環境データ管理部３２で管理されている環境データを取
得し、他の制御装置Ｐ２に配信するものである。配信される環境データは、前記環境デー
タ受信部３１で受信した環境データそのものであってもよいし、受信した環境データをそ
の形式等を統一すべく改変したものであってもよい。そして本実施形態では、この環境デ
ータ配信部３３による配信が、前記支払いデータ取得部３８で有効な支払いデータが取得
されたこと、及び前記評価データの内容が所定条件を満たしていることを条件に前記環境
データ配信部３３による配信が自動的に行われるようにしている。前記所定条件とは「独
自性有り」かつ「実効性有り」であることであるが、その他に条件があってもよいし、よ
り多段階な評価であってそれらをパラメータとして算出される評価値が一定の評価基準値
をクリアすることが所定条件であってもよい。またこの環境データ配信部３３は、配信時
に出所開示可否情報の内容を判断し、その内容が出所開示可である場合には、環境データ
にその出所を示唆する出所情報（例えば当該一の制御装置Ｐ２の識別子等）を付帯させて
配信する。
【００４１】
　ローヤリティデータ生成部３４は、前記環境データを配信した場合に、ローヤリティを
示すローヤリティデータを、前記一の制御装置Ｐ２を識別する制御装置識別子と関連付け
て生成、更新、又は削除するものである。ローヤリティとは、前記一の制御装置Ｐ２で独
自に生成した環境データを、他の制御装置Ｐ２に開示することと引き換えに受け取る対価
であり、本実施形態でローヤリティデータを環境データの配信数や植物識別子あるいは環
境データの使用量をパラメータとした所定の算出式にしたがって算出するようにしている
。ここで環境データの使用量を取得するには、例えば制御装置での使用回数を直接的にウ
ォッチする、さらに制御装置の規模をパラメータとする、成果物の量を取得して間接的に
取得する等の方法が考えられる。
【００４２】
　標準環境データ配信部は、図示しないが、植物育成環境データを生成するにあたっての
標準となるような標準環境データを、各制御装置Ｐ２から要求があった場合に配信するも
のである。かかる標準環境データは、第９図に示すように、植物識別子に関連付けて図示
しない標準環境データ格納部に格納してある。
　＜システム動作説明＞
　次にこのように構成した生体育成・治癒条件収集システムの動作の一例を、第１０図～
第１４図に示すフローチャートを参照しつつ説明する。
【００４３】
　まず、制御装置Ｐ２側において、例えば第１５図に示すようなディスプレイ１０５に表
示された入力事項等にしたがって植物育成環境に関する各制御値が入力されると、環境デ
ータ受付部２１がそれらを環境データとして受け付ける（ステップＳ０１）。各制御値は
、全く新規に入力しても構わないし、前記標準環境データや既に他の制御装置Ｐ２で開発
された環境データをロードし、これを基に改変値を入力するようにしても構わない。この
とき、時間や植物育成状態に応じて各制御値をシーケンス的に変えるような設定も必要で
あれば行うことができる。
【００４４】
　次に受け付けた環境データに基づいて制御手段制御部２２が、各制御対象、具体的には
照射光、温度、湿度及びＣＯ２濃度に関して、環境実測データ受付部２４で受け付けた環
境実測データの示す実測値が、入力された環境データの示す値となるように制御を行う（
ステップＳ０２）。かかる制御はＦＢ制御を基本としているが、照射光におけるパルス幅
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の制御等、オープンループ制御を行っている部分もある。
【００４５】
　このようにして育成環境が制御され、植物が育成していくこととなるが、その環境デー
タは制御装置Ｐ２側の環境データ管理部２９で管理される（ステップＳ０３）。
【００４６】
　次に前記情報処理装置Ｐ３から環境データの送信要求がある（ステップＳ０４）と、送
信制御部２７が電子認証を行い、認証されている情報処理装置Ｐ３かどうかを判断する（
ステップＳ０５）。そして認証されている情報処理装置Ｐ３であれば、環境データ送信部
２３による環境データの送信を許可する（ステップＳ０６）。また、オペレータから入力
された内容により出所開示可否情報の内容を、例えば出所開示可か出所開示否かのいずれ
かに設定する（ステップＳ０７）。もちろん開示情報の多寡を多段階に切り替えるように
しても構わない。
【００４７】
　そして前記送信制御部２７による送信許可があった場合に、環境データ送信部２３が、
環境データを前記環境データ管理部３２から取得し、当該一の制御装置Ｐ２の識別子、育
成している植物の種類を識別する植物識別子及び出所開示可否情報と関連付けて前記情報
処理装置Ｐ３に送信する（ステップＳ０８）。
　その一方で、植物そのものの育成状態に関するデータである状態データを状態データ受
付部２５が受け付ける（ステップＳ１１）。
【００４８】
　この状態データ受付部２５で受け付けられた状態データは、制御装置Ｐ２側の状態デー
タ管理部２９で管理してあり（ステップＳ１２）、所定のタイミングになると、状態デー
タ送信部２６が、この状態データ管理部３６から状態データを取得し、当該制御装置Ｐ２
の識別子、植物識別子及び対応する環境データの識別子と関連付けて情報処理装置Ｐ３に
送信する（ステップＳ１３）。所定のタイミングとは、一定間隔であるとか、植物の育成
終了時点であるとか、外部入力であるとか、種々にオペレータが設定できるようにしてあ
る。
【００４９】
　一方、中央情報処理装置Ｐ３では、環境データ受信部３１が、一の制御装置Ｐ２で生成
され送信された前記環境データ及びそれに付帯する各データを受信する（ステップＳ２１
）０
【００５０】
　受信した環境データ及びそれに付帯する各データは、環境データ管理部３２がこれを管
理すべく、第８図に示すように所定の形式で環境データ格納部Ｄ３に蓄積する（ステップ
Ｓ２２）。
【００５１】
　その一方で、状態データ受信部３５が、前記一の制御装置Ｐ２から送信されてきた状態
データを、当該一の制御装置Ｐ２の制御装置識別子、植物識別子及び対応する環境データ
の識別子とともに受信する（ステップＳ２３）。
　そして、受信した状態データ等を、状態データ管理部３６が管理する（ステップＳ２４
）。
【００５２】
　次に評価データ取得部３９が、前記環境データ管理部３２で管理されている前記受信し
た環境データの独自性や実効性等に関する評価を示す評価データを評価データ格納部から
取得する（ステップＳ２５）。なお、前述したように評価データは、独自性に関しては、
過去に送信され環境データ格納部に格納されている環境データと比較して自動的に生成さ
れる。またその一方で実効性に関しては、実際にその環境データで植物を育成して、受信
した状態データと人間が比較し、その比較結果を入力されることにより生成される。
【００５３】
　次に評価データが一定の条件を満たした場合、すなわち本実施形態ではその内容が「独
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自性有」かつ「実効性有」との場合に、前記状態データ配信部３７が、前記状態データ管
理部３６で管理されている状態データの一部又は全部を植物識別子と関連付けて他の制御
装置Ｐ２に配信する（ステップＳ２６）。この配信は、原則的に他の全ての制御装置Ｐ２
に対して行われるが、例えば特定の制御装置Ｐ２から所定の植物のみに関して配信をして
欲しいという要求があった場合には、その植物の識別子に関連付けられている状態データ
のみを配信する。また、その状態データとともに、対価額データ配信部３１２が、対応す
る環境データの配信に必要な対価の額を示す対価額データを他の制御装置Ｐ２に配信する
（ステップＳ２７）。
【００５４】
　このように配信された状態データ及び対価額データを受信した他の制御装置Ｐ２側では
（ステップＳ３１）、それらの内容がディスプレイ上に表示される（ステップＳ３２）。
状態データに関しては、例えば、第１６図に示すように、育成過程を時間に対応付けて画
像（静止画又は動画）表示し、また所定の分析項目に応じた分析結果を第１７図に示すよ
うにグラフで表示する。その一方で、所望の環境データのダウンロード又はアップロード
に対する対価も対価額データに基づいて表示される。この時、環境データに関連する事項
は一切表示されない。
【００５５】
　そして、希望する状態データに対応する環境データを選択しその配信を要求入力すると
（ステップＳ３３）、環境データ要求信号が、要求する環境データ識別子と当該他の制御
装置Ｐ２の識別子とともに情報処理装置Ｐ３に送信される（ステップＳ３４）。
【００５６】
　かかる環境データ要求信号を情報処理装置Ｐ３側で受信する（ステップＳ４１）と、環
境データ配信部３３は、それに付帯する環境データ識別子から、対応する環境データを前
記環境データ管理部３２から取得し、付帯する制御装置識別子から配信すべき他の制御装
置Ｐ２を特定する（ステップＳ４２）。
【００５７】
　このとき、支払いデータ取得部３８が、前記環境データを要求する制御装置識別子と関
連付けて、その配信に対する対価の支払い又は支払いの確定に関する支払いデータを、例
えば金融機関からの取引データから自動取得する（ステップＳ４３）。
【００５８】
　そして、前記支払いデータ取得部３８で有効な支払いデータが取得されたこと、及び前
記評価データの内容が「独自性有り」かつ「実効性有り」であることを条件に（ステップ
Ｓ４４）、前記環境データ配信部３３が、環境データを前記他の制御装置Ｐ２に配信する
（ステップＳ４５）。またその時に出所開示可否情報の内容を判断し（ステップＳ４６）
、その内容が出所開示可である場合には、環境データにその出所を示唆する出所情報（例
えば当該一の制御装置Ｐ２の識別子等）を付帯する（ステップＳ４７）。
【００５９】
　このようにして環境データが配信されると、あるいは配信されることが確実な状況にな
ると、ローヤリティデータ生成部３４が、ローヤリティに関するローヤリティデータを、
前記一の制御装置Ｐ２を識別する制御装置識別子と関連付けて生成する（ステップＳ４８
）。
【００６０】
　そして、このローヤリティデータを金融機関等に送信したり、あるいはその内容を印字
出力するといった種々の処理をローヤリティデータ処理部３１０が行う（ステプＳ４９）
。
【００６１】
　このようにして、植物育成装置Ｐ１及び制御装置Ｐ２を利用してオリジナルで有効な植
物育成環境を創り出し、それを開示した植物育成者にローヤリティが支払われることとな
る。
【００６２】
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　したがって、本実施形態によれば、有効な環境データを見出したものに対してローヤリ
ティが支払われることとなるので、従来秘密にされがちであった生体育成等の環境データ
をローヤリティという利益と引き換えに無理なく収集することができる。そして、その収
集した環境データを他の植物育成者が広く利用できるので、例えば農業の大規模な工業化
等を一気に無理なく推し進めることが容易に可能となる。
【００６３】
　また、ローヤリティが支払われるという安心感があるといったことから、多数の環境デ
ータ開発者の参加が見込め、極めてパラメータが多く有効なものを発見するには多大な労
力が必要とされるこの種の環境データの開発を迅速に行えるようになる。同時に開発され
た環境データが確実に管理され再利用可能となるので、これを利用した開発期間の短縮化
も図れるようになる。
【００６４】
　特に本実施形態では、植物の育成結果等を示す状態データがまず他者に開示されるため
、環境データの配信を希望するか否かの判断を的確に行うことができ、提供された環境デ
ータに対する他者の利用の促進が図れる。そのうえ、その育成に必要な環境データは他者
が対価を支払わない限り知ることができないため、新規環境データを作成した者が、安心
してノウハウたる環境データを提供できる。
【００６５】
　また、提供された環境データや状態データは、有効な評価データを得られた場合にのみ
他の制御装置に配信されるので、配信される環境データに対する信頼性を担保できる。
　さらにローヤリティが環境データの配信数や評価データの内容に応じて定められるため
、公平性に富んだものとなる。
　加えて状態データが画像で表示されることや、誰でもがロードできる標準環境データを
備えていることから、使い勝手等に極めて優れたものとなる。
【００６６】
　次に本発明の他の実施形態について説明する。この実施形態では、前記実施形態におけ
る植物育成装置Ｐ１に代えて、ＬＥＤ治療器Ｘを用いている点が大きく異なっている。な
お、前記実施形態に対応する部材には同様の符号を付すこととする。
　＜機器構成＞
【００６７】
　第１８図、第１９図は、この実施形態における生体育成・治癒条件収集システムの全体
を示した機器構成図である。この生体育成・治癒条件収集システムは、１又は複数の制御
装置Ｐ２と中央情報処理装置Ｐ３とをインターネット等の通信網を介して接続したもので
、前記制御装置Ｐ２に、環境制御手段である１又は複数のＬＥＤ治療器Ｘ及び状態測定手
段Ｚ（第１８図には図示していない）を接続するようにしている。
【００６８】
　詳述すると、ＬＥＤ治療器Ｘは、第２０図、第２１図、第２２図に示すように、１又は
複数のＬＥＤ５１と、それらＬＥＤ５１の前方に配置した透明中実の錐体５２と、それら
ＬＥＤ５１及び錐体５２を収容するケーシング５３とを備えたもので、ＬＥＤ５１から錐
体５２を介して外部に射出される光により、被験者Ｍに対し、入眠促進や痛み、こりの緩
和、或いはいやし等の効果を発揮するものである。前記ＬＥＤ５１は、青色又は青緑色（
波長約４５０ｎｍ～約５００ｎｍ）の光を発するものを少なくとも含む例えば砲弾型のも
ので、円形基板５４上に複数色で複数が並べ設けてある。もちろんＬＥＤを単色に統一し
ても構わない。錐体５２は、例えば水晶や人工水晶等を素材とする中実六角錐形のもので
、その底面が前記ＬＥＤ５１の前方に位置するように配設してある。ケーシング５３は、
例えば円筒形をなす中空のもので、その前半部５３１は透明の樹脂、後半部５３２は金属
で形成してある。内部には、前記ＬＥＤ５１、基板５４及び錐体５２が収容してあり、そ
の前端面を柔らかい半透明樹脂製キャップ５５で覆うとともに、前記ＬＥＤ５１からでた
光が錐体５２を介して前記前端面から外部に射出されるようにしてある。
【００６９】
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　状態測定手段Ｚは、被験者Ｍの状態、具体的には、脳波や、体温、心拍数、皮膚抵抗値
等をそれぞれ測定するための脳波計、体温計、心拍数計、皮膚抵抗計等である。
【００７０】
　制御装置Ｐ２及び中央情報処理装置Ｐ３は、前記実施形態とほぼ同様の構成であるため
、詳細な説明は省略する。なお、この実施形態では、環境測定手段が設けられていないこ
とに対応して、前記制御装置にＰ２において環境実測データ受付部は設けられていない。
　＜システム動作説明＞
　次にこのように構成した生体育成・治癒条件収集システムの動作の一例を、第２３図～
第２７図に示すフローチャートを参照しつつ説明する。
【００７１】
　まず、一の制御装置Ｐ２において、治癒環境に関する各制御値が入力されると、環境デ
ータ受付部２１がその制御値を適宣変換するなどして環境データとして受け付ける（ステ
ップＳ５１）。ここで環境データは、その一例を第２８図に示すように、ＬＥＤの発光態
様に係るもの、すなわち光量や、発光パターン（ＰＷＭの比率等）、発光スペクトル（発
光させた各色ＬＥＤ毎の数量や光量）等の発光態様に関するデータを少なくとも含み、そ
の他、例えば被験者への照射部位、照射時間等を示すデータをも含むものである。特にこ
の実施形態では、前記環境データ受付部２１が、制御値として音楽やお経などの音声入力
をも受け付ける機能を備えており、前記音声入力がなされた際には、その音声の強弱、音
色、音程の少なくとも一つに応じて、前記ＬＥＤ５１の発光態様を変化させる環境データ
を生成する。前記実施形態同様、各制御値は、全く新規に入力しても構わないし、前記標
準環境データや既に他の制御装置Ｐ２で開発された環境データをロードし、これを基に改
変値を入力するようにしても構わない。このとき、時間や治癒状態に応じて各制御値をシ
ーケンス的に変えるような設定も必要であれば行うことができる。
　次に受け付けた環境データに基づいて制御手段制御部２２が、ＬＥＤ治療器Ｘを制御駆
動し、環境の制御を行う（ステップＳ５２）。
【００７２】
　このようにして治癒環境、すなわち光照射態様が制御され、被験者Ｍに対する治療が行
われることとなるが、その環境データは制御装置Ｐ２側の環境データ管理部２９で管理さ
れる（ステップＳ５３）。
【００７３】
　次に前記情報処理装置Ｐ３から環境データの送信要求がある（ステップＳ５４）と、送
信制御部２７が電子認証を行い、認証されている情報処理装置Ｐ３かどうかを判断する（
ステップＳ５５）。そして認証されている情報処理装置Ｐ３であれば、環境データ送信部
２３による環境データの送信を許可する（ステップＳ５６）。また、オペレータから入力
された内容により出所開示可否情報の内容を、例えば出所開示可か出所開示否かのいずれ
かに設定する（ステップＳ５７）。もちろん開示情報の多寡を多段階に切り替えるように
しても構わない。
【００７４】
　そして前記送信制御部２７による送信許可があった場合に、環境データ送信部２３が、
対応する環境データを前記環境データ管理部３２から取得し、当該一の制御装置Ｐ２の識
別子及び出所開示可否情報と関連付けて前記情報処理装置Ｐ３に送信する（ステップＳ５
８）。
【００７５】
　その一方で、治癒状態に関するデータである状態データを状態データ受付部２５が受け
付ける（ステップＳ６１）。ここで状態データ受付部２５は、前記状態測定手段Ｚで測定
された被験者Ｍの脳波や、体温、心拍数、皮膚抵抗値等を状態データとして受け付ける他
、医師や被験者自身による所見や体感等の入力をも状態データ（その一例を第２９図に示
す）として受け付ける。
【００７６】
　この状態データ受付部２５で受け付けられた状態データは、制御装置Ｐ２側の状態デー



(17) JP 4794166 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

タ管理部２９で管理してあり（ステップＳ６２）、所定のタイミングになると、状態デー
タ送信部２６が、この状態データ管理部３６から状態データを取得し、当該制御装置Ｐ２
の識別子及び対応する環境データの識別子（環境データ名）と関連付けて情報処理装置Ｐ
３に送信する（ステップＳ６３）。所定のタイミングとは、一定間隔であるとか、治療終
了時点であるとか、外部入力であるとか、種々にオペレータが設定できるようにしてある
。
【００７７】
　一方、中央情報処理装置Ｐ３では、環境データ受信部３１が、前記一の制御装置Ｐ２で
生成され送信された前記環境データ及びそれに付帯する各データを受信する（ステップＳ
７１）。
【００７８】
　受信した環境データ及びそれに付帯する各データは、環境データ管理部３２がこれを管
理すべく、所定の形式で環境データ格納部Ｄ３に蓄積管理する（ステップＳ７２）。
【００７９】
　その一方で、状態データ受信部３５が、前記一の制御装置Ｐ２から送信されてきた状態
データを、当該一の制御装置Ｐ２の制御装置識別子及び対応する環境データの識別子とと
もに受信する（ステップＳ７３）。
　そして、受信した状態データ等を、状態データ管理部３６が管理する（ステップＳ７４
）。
【００８０】
　なお、これら環境データ及び状態データは、第３０図に示すように、必ずしも別々に管
理する必要はなく、共通に管理するようにしてもよいのはもちろんである。
【００８１】
　次に評価データ取得部３９が、前記環境データ管理部３２で管理されている前記受信し
た環境データの独自性や実効性等に関する評価を示す評価データを評価データ格納部から
取得する（ステップＳ７５）。なお、この評価データの独自性があるか否かを示す部分は
、過去に送信され環境データ格納部Ｄ３に格納されている各環境データと比較して自動的
に生成される。またその一方で実効性に関する部分は、例えば実際にその環境データを用
いて治療することにより効果を検証し、その結果をオペレータが入力したり、或いは、他
の制御装置からの報告を受け付けることで生成される。
【００８２】
　なお、例えば「いやし」等の効果などは、脳波等の数値からはっきりと得られるもので
はなく、効果の検証が難しい。そのような場合は、評価データの生成にあたって独自性の
みを考慮するようにしてもよいし、あるいは芸術性、美観等のような別の評価基準を用い
るようにしてもよい。
【００８３】
　次に評価データが一定の条件を満たした場合、すなわち本実施形態ではその内容が「独
自性有」かつ「実効性有」との場合に、前記状態データ配信部３７が、前記状態データ管
理部３６で管理されている状態データの一部又は全部を他の制御装置Ｐ２に配信する（ス
テップＳ７６）。この配信は、原則的に他の全ての制御装置Ｐ２に対して行われる。また
、その状態データとともに、対価額データ配信部３１２が、対応する環境データの配信に
必要な対価の額を示す対価額データを他の制御装置Ｐ２に配信する（ステップＳ７７）。
【００８４】
　このように配信された状態データ及び対価額データを受信した他の制御装置Ｐ２側では
（ステップＳ８１）、それらの内容がディスプレイ上に表示される（ステップＳ８２）。
状態データに関しては、例えば脳波波形を表示する。その一方で、所望の環境データのダ
ウンロード又はアップロードに対する対価も対価額データに基づいて表示される。この時
、環境データに関連する事項は一切表示されない。そして、希望する状態データに対応す
る環境データを選択しその配信を要求入力すると（ステップＳ８３）、環境データ要求信
号が、要求する環境データ識別子と当該他の制御装置Ｐ２の識別子とともに情報処理装置
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Ｐ３に送信される（ステップＳ８４）。
【００８５】
　かかる環境データ要求信号を情報処理装置Ｐ３側で受信する（ステップＳ９１）と、環
境データ配信部３３は、それに付帯する環境データ識別子から、対応する環境データを前
記環境データ管理部３２から取得し、付帯する制御装置識別子から配信すべき他の制御装
置Ｐ２を特定する（ステップＳ９２）。
【００８６】
　このとき、支払いデータ取得部３８が、前記環境データを要求する制御装置識別子と関
連付けて、その配信に対する対価の支払い又は支払いの確定に関する支払いデータを、例
えば金融機関からの取引データから自動取得する（ステップＳ９３）。
【００８７】
　そして、前記支払いデータ取得部３８で有効な支払いデータが取得されたこと、及び前
記評価データの内容が「独自性有り」かつ「実効性有り」であることを条件に（ステップ
Ｓ９４）、前記環境データ配信部３３が、環境データを前記他の制御装置Ｐ２に配信する
（ステップＳ９５）。またその時に出所開示可否情報の内容を判断し（ステップＳ９６）
、その内容が出所開示可である場合には、環境データにその出所を示唆する出所情報（例
えば当該一の制御装置Ｐ２の識別子等）を付帯する（ステップＳ９７）。
【００８８】
　このようにして環境データが配信されると、あるいは配信されることが確実な状況にな
ると、ローヤリティデータ生成部３４が、ローヤリティに関するローヤリティデータを、
前記一の制御装置Ｐ２を識別する制御装置識別子と関連付けて生成する（ステップＳ９８
）。
【００８９】
　そして、このローヤリティデータを金融機関等に送信したり、あるいはその内容を印字
出力するといった種々の処理をローヤリティデータ処理部３１０が行う（ステップＳ９９
）。
【００９０】
　このようにして、光治療器Ｘ及び制御装置Ｐ２を利用してオリジナルで有効な光治療環
境を創り出し、それを開示した者にローヤリティが支払われることとなる。
【００９１】
　なお、本発明は、以上に説明した各実施形態に限られるものではない。例えば、制御す
べき環境としては、照射光を少なくとも含むものであればよく、他の環境に関しては、適
宣変更や追加が可能である。
【００９２】
　また、この制御装置を用いる会員から所定額の会費を収集し、会費さえ支払えば、どの
環境データも自由にダウンロード又はアップロードできるようにしてもよい。
【００９３】
　さらにローヤリティが、作成した環境データを中央情報処理装置の送信したこと、また
は、有効な評価データが得られたことを条件に支払われるようにしてもよい。このローヤ
リティは、金銭である必要はなく、例えば植物育成装置や制御装置Ｐ２にプログラムをリ
ースしている場合にリース料金を天引きするような構成としてもよい。
　その他、本発明は以上に説明した実施形態等に限られず、その趣旨を逸脱しない範囲で
種々の変更が可能であるのは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　以上に詳述した本発明によれば、有効な環境データを見出したものに対してローヤリテ
ィが支払われることとなるので、従来秘密にされがちであった生体育成等の環境データを
ローヤリティという利益と引き換えに無理なく収集することができる。
【００９５】
　また、ローヤリティが支払われるという安心感があるといったことから、多数の環境デ
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ータ開発者の参加が見込め、その結果極めてパラメータが多く有効なものを発見するには
多大な労力が必要とされるこの種の環境データの開発を迅速に行えるようになる。同時に
開発された環境データが確実に管理され再利用可能となるので、これを利用した開発期間
の短縮化も図れるようになる。
【００９６】
　すなわち、このようにして開発された環境データを利用して、例えば農業の大規模な工
業化等を一気に無理なく推し進めることが容易に可能となり、従来にない手法により食料
問題や医療問題の解決を図ることが可能になる。
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